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薩摩郡平礼石寺と守護・地頭・郡司との関係

川
内
市
隈
之
城
西
手
、
字
成
岡
の
丘
陵
地
に
中
世
薩
麿
郡
々
司
平
氏
ゆ
か

り
の
寺
、
平
礼
石
寺
の
跡
が
僅
か
に
残
っ
て
い
る
。
同
寺
に
関
す
る
史
料
は

ど
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
っ
て
か
近
世
蒲
生
郷
士
山
内
源
太
夫
家
に
伝
え
ら
れ

て
い
た
。
同
家
は
蒲
生
正
八
幡
社
司
二
十
六
家
の
一
で
あ
る
と
い
う
。
「
三

国
名
勝
図
会
」
隈
之
城
の
部
に
観
現
山
平
嶺
石
寺
金
剛
院
を
あ
げ
同
寺
の
歴

史
の
概
略
と
史
料
の
所
在
に
関
説
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
山
内
家
に
「
古
文

書
凡
十
六
通
を
蔵
む
」
と
あ
り
、
そ
の
一
部
を
抄
記
し
て
説
明
を
加
え
て
い

る
。
現
在
そ
の
文
書
の
所
在
は
確
認
で
き
な
い
が
、
薩
藩
旧
記
雑
録
前
編
に

は
蒲
生
士
山
内
氏
文
書
と
し
て
十
六
通
の
文
書
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら

く
そ
の
全
て
で
あ
ろ
う
。
建
仁
三
年
よ
り
元
徳
二
年
ま
で
悉
く
鎌
倉
時
代
の

文
書
で
あ
り
、
既
に
旧
記
雑
録
（
九
州
史
料
叢
書
）
に
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

鎌
倉
遺
文
に
も
前
半
の
分
は
収
録
さ
れ
て
い
て
あ
ら
た
め
て
掲
載
す
る
ま
で

も
な
い
が
、
文
書
に
従
っ
て
私
見
を
の
べ
る
便
宜
上
、
は
じ
め
に
一
六
通
全

文
一
括
し
て
左
に
記
す
。

一
、
薩
麿
郡
司
平
忠
直
譲
状

薩
摩
郡
郡
司
平
忠
直
謹
言

譲
与
平
礼
石
寺
座
主
職
事

七
男
尾
童
丸

五

味

克

夫

ー
旧
記
雑
録
前
編
所
収
山
内
文
書
に
つ
い
て
1

薩
摩
郡
平
礼
石
寺
と
守
護
・

地
頭
・
郡
司
と
の
関
係

在
四
至
限
東
田
畔
、
限
南
河
、
限
西
西
山
西
際
、
限
北
温
谷

右
件
寺
者
、
雖
為
古
寺
、
故
忠
永
朝
臣
之
時
、
令
修
造
、
為

f
孫
繁
呂
、

仏
寺
之
料
田
被
寄
進
畢
、
其
後
忠
直
差
四
至
奉
免
、
而
今
子
息
寺
領
可
令

配
分
之
日
、
七
男
亀
童
丸
分
、
相
副
調
度
文
書
等
、
所
譲
渡
也
、
適
彼
寺

者
、
無
庄
国
両
方
御
公
事
之
上
、
自
今
以
後
者
、
更
郡
司
不
可
有
綺
沙
汰

之
事
、
若
令
此
状
之
違
背
者
、
全
忠
直
之
子
孫
不
可
為
之
由
、
捧
此
証
文

守
護
所
、
可
令
言
上
之
状
、
如
件
、
以
譲
、

建
仁
三
年
五
月
二
十
七

H

二
、
平
礼
石
寺
座
主
忠
兼
申
状

引
返
シ
ウ
ラ
ニ

「
さ
つ
ま
こ
ほ
り
郷
ひ
ら
れ
い
し
の
さ
り
の
け
上
」

（
外
題
）

「
任
申
状
旨
、

令
安
堵
、
可
致
弥
御
祈
疇
丁
寧
状
如
件

惣
地
頭
兼
守
護
所
僧
（
花
押
）
」

薩
摩
国
薩
磨
郡
内
平
礼
石
寺
座
主
忠
兼
解
、
申
請
地
頭
兼
守
護
所
裁
事
、

請
被
殊
任
先
跡
道
理
、
御
免
除
当
寺
領
四
至
内
万
雑
事
井
検
断
等
子
細
状

副

進

次

第

証

文

等

右
、
謹
考
旧
記
、
当
寺
者
是
観
音
殊
勝
之
霊
地
、
利
益
広
大
硼
也
、
笈
以
自

往
古
以
来
、
蒙
庄
国
及
地
頭
方
之
御
免
判
、
所
致
本
家
国
吏
地
頭
守
護
所
御

祈
緯
也
、
任
先
規
重
申
賜
御
一
行
、
欲
備
将
米
之
龍
鏡
芙
、
望
請
恩
裁
、
賜

御
判
、
弥
仰
正
理
之
貴
、
欲
致
万
才
千
秋
之
御
祈
疇
、
初
勒
子
細
言
上
如
件

嘉

禎

四

年

五

月

日

座

主

忠

兼

上

方
々
違
乱
止
ニ
ハ
、

平
（
花
押
）

嫡
子
平
（
花
押
）



VII 
薩摩郡平礼石寺と守護・地頭・ 郡司との関係

三
別
納
房
忠
兼
申
状
案

引
返
シ
裏
二

「
祁
答
院
別
納
名
主
七
郎
薩
摩
郡
内
平
礼
石
寺
事
」

僧
忠
兼
謹
言
、
申
進
守
護
所
御
裁
事
、

欲
被
且
依
度
々
免
除
状
、
且
任
中
状
道
理
、
平
礼
石
寺
内
有
限
御
裁
許
子

細
事
、

右
、
件
元
者
、
当
時
是
数
百
余
歳
之
建
立
、
利
益
無
雙
口
、
観
音
卜
居
於

此
寺
給
後
、
自
庄
国
両
方
、
寺
内
房
舎
井
料
田
自
被
奉
寄
以
来
、
今

f
全
無

（

中

心

久

）

違
乱
、
又
豊
後
守
殿
―
ー
一
ケ
国
御
奉
行
之
時
、
度
々
面
々
之
御
代
官
雖
□

賜
薩
摩
郡
地
頭
職
、
於
当
寺
者
仰
悲
願
貴
事
、
全
□

住
侶
之
煩
事
、
妥
以

止
住
僧
徒
者
、
偏
堂
舎
於
修
造
、
朝
暮
勤
行
而
致
朝
家
、
本
家
大
将
軍
井
守

護
所
御
方
御
祈
疇

T
寧
、
罷
過
処
、
近
来
為
地
頭
所
之
沙
汰
、
寺
中
土
民
等

之
中
有
之
、
付
任
例
申
事
者
、
不
紅
所
犯
之
実
否
、
無
左
右
妻
子
私
財
併
被

捜
所
天
、
難
住
侶
安
堵
間
、
労
御
祈
疇
殆
為
及
関
如
、
然
者
自
今
以
後
者
、

自
犯
科
出
来
者
、
礼
真
偽
而
、
於
為
実
犯
者
、
任
御
式
目
状
、
召
取
下
手
人

之
身
於
地
頭
所
、
妻
＋
私
財
物
者
、
付
住
宅
可
令
安
堵
之
由
、
蒙
御
裁
許
、

住
侶
招
居
、
敢
欲
致
御
祈
疇
芙
、

一
平
礼
石
寺
者
、
忠
兼
法
師
仁
罷
成
時
、
自
親
父
忠
直
之
手
譲
得
之
後
、
令

堂
舎
修
造
、
致
有
限
朝
夕
勤
、
令
労
御
祈
疇
中
外
、
全
無
餘
煩
、
経
年
序
之

処
、
故
忠
友
之
時
、
件
寺
依
為
郡
司
所
近
隣
、
要
用
之
時
者
、
寺
内
之
下
人

時
々
雖
雇
仕
、
忠
友
依
為
忠
兼
之
兄
族
、
不
制
止
申
之
処
、
自
平
次
忠
茂

之
時
、
背
法
寺
内
下
人
於
狩
役
井
諸
事
召
仕
之
間
、
不
罷
向
者
、
制
山
野
天

中
煩
、
加
之
寺
中
之
菓

f
恣
押
取
、
或
任
法
ト
ロ
取
駄
、
剰
加
制
止
者
、
返

質
取
之
条
、
道
理
笠
可
然
哉
、
就
中
富
永
、
成
求
此
両
名
、
雖
為
公
田
、
依

為
各
別
之
名
、
其
土
民
一
人
毛
無
交
什
事
、
平
礼
石
寺
者
、
適
労
御
祈
疇

所
也
、
不
可
及
郡
p
l
進
退
者
也
、
且
可
御
賢
察
足
哉
、
然
者
此
条
任
先
規
、

可
停
止
郡
司
之
非
分
交
之
由
、
預
御
裁
許
、

疇

T
寧
芙
、

以
前
条
々
、
粗
大
略
―
―
―
口
上
如
件
、

寛
元
二
年
六
月
廿
一

H

五
、
忠
兼
譲
状
案

（
引
返
シ
ウ
ラ
ニ
）

「
こ
れ
ハ
や
ま
う
ち
ゅ
つ
り
し
や
う
」

譲

与

平

太

千

所

仁

薩
摩
郡
内
平
礼
石
寺
水
田
畠
地
等
事
、

侶
致
四
至
在
本
証
文

僧

而
招
居
住
侶
、

沙
弥
願
也

忠
兼
上

弥
欲
致
労
御
祈

四
、
沙
弥
願
也
奉
書

（
島
津
忠
時
）

（
花
押
）

別
納
七
郎
房
忠
兼
申
、
近
年
為
薩
麿
郡
地
頭
代
井
本
郡
司
忠
友
之
子
孫
、
於

当
郡
内
平
礼
石
寺
之
寺
領
、
地
頭
方
付
検
断
之
沙
汰
、
張
行
非
法
、
郡
司
方

催
狩
等
之
雑
役
、
令
煩
寺
中
由
事
、
訴
状

t□

、
遣
之
、
如
状
者
、
尤
以
不

便
、
就
中
彼
止
住
之
僧
徒
等
、
相
続
長
日
暁
夕
之
勤
行
、
令
申
公
家
武
家

之
御
祈
云
々
、
所
詮
於
地
頭
方
者
、
任
前
々
免
除
之
状
、
至
．
す
田
畠
以
ド
芋

桑
等
、
不
可
致
其
違
乱
、
又
犯
科
人
出
来
候
時
者
、
尋
軽
重
、
紅
実
否
、
可

処
所
当
之
罪
科
、
触
事
懸
横
難
、
不
可
煩
寺
家
者
、
次
於
郡
司
方
者
、
狩
役

井
菓
子
之
押
取
、
牛
馬
之
野
口
山
野
草
木
制
止
事
、
忠
兼
被
申
之
旨
、
非
無

其
謂
、
＋
細
見

f
訴
状
、
但
云
地
頭
方
、
云
郡
司
方
、
有
別
子
細
者
、
可
被

注
巾
之
由
、
所
候
也
、
防
執
達
如
件
、

寛
元
ー
一
年
七
月
六
日

即
郡
地
頭
代
紀
二
郎
兵
衛
尉
緞

―ー
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右
件
於
寺
領
者
、
僧
忠
兼
先
祖
相
伝
之
所
領
也
、
初
平
太
子
仁
限
永
代
、
本

証
文
一
通
井
守
護
所
殿
証
文
こ
迪
相
副
天
所
譲
与
実
也
、
然
仁
任
譲
状
之
旨
、

致
子
々
係
々
無
相
違
可
令
領
知
、
但
彼
寺
領
内
於
寺
薗
一
ケ
所
、
水
田
壱

T

仁
者
、
宛
労
御
勤
、
至
五
廻
一
仁
国
之
勘
料
仁
、
可
為
住
僧
之
沙
汰
、
自
此
外
、

不
可
住
僧
お
煩
、
又
彼
寺
住
僧
与
相
次
忠
兼
之
末
物
者
、
為
一
味
同
心
可
有
、

若
於
心
相
違
有
悲
事
者
、
不
可
後
悔
、
可
思
量
也
、
防
為
後
日
証
文
如
件
、

正

嘉

二

年

ご

月

二

十

九

日

僧

忠

兼

判

ス

リ

ケ

ス

六
、
僧
忠
兼
骰
文

山
内
之
四
至
之
間
等
事
、

任
本
証
文
之
状

東
田
畔
西
山
西
際

南

河

北

温

谷

忠
直
譲
状
云
、
此
四
至
之
内
二
於
テ
ハ
不
可
致
一
廂
之
違
乱
を
も
、
若
是
寺

内
仁
致
違
乱
を
者
、
不
可
有
忠
肛
之
子
孫
、
被
載
了
、
但
於
西
四
至
者
、
山

ハ
広
博
卜
有
レ
□

ハ
、
寺
サ
ウ
ハ
イ
ノ
時
、
忠
友
寺
所
司
相
共
仁
臨
ミ
テ
薬

ト
ヲ

師
之
山
之
西
ノ
猿
走
ノ
途
リ
、
立
野
ノ
頭
ヲ
踏
途
テ
、
清
水
大
道
仁
踏
定
メ

ラ
レ
、
若
世
間
ノ
習
ハ
、
末
々
仁
ナ
レ
ハ
女
房
之
易
ハ
ワ
ウ
弱
ナ
リ
ナ
ン
ト

モ
思
テ
、
彼
四
至
之
内
を
有
ラ
ム
ニ
ハ
、
二
塵
之
違
乱
ナ
リ
ト
モ
全
不
可
承

引
、
書
文
之
状
立
申
テ
可
蒙
御
成
敗
也
、
亦
東
四
至
之
末
忠
友
之
屋
敷
等
ハ

忠
友
之
屋
敷
之
便
吉
卜
有
シ
カ
ハ
、
為
兄
弟
之
中
カ
ハ
、
為
屋
敷
一
旦
奉
所

也
、
雖
然
忠
友
死
去
畢
、
不
奉
永
代
仁
、
至
子
某
末
仁
、
於
テ
彼
寺
内
二
、
致

水
火
之
諄
ヲ
於
テ
ハ
、
違
乱
有
ラ
ム
ニ
、
所
詮
任
書
文
状
仁
、
忠
兼
之
子
孫

彼
屋
敷
等
モ
沙
汰
之
、
可
知
行
也
、
末
々
窃
仁
此
ヲ
注
於
ク
、
若
彼
四
至
之

内
仁
違
乱
有
ラ
ン
ニ
ハ
、
此
状
ヲ
上
二
全
国
上
シ
テ
、
可
蒙
御
下
知
也
、
為
後

H
子
細
之
状
如
件
、

稲

忍

房

日

七
、
地
頭
某
書
下
案

可
早
任
去
嘉
禎
四
年
惣
地
頭
浄
尊
免
除
状
、
且
依
去
寛
元
二
年
守
護
所
殿

御
免
除
状
、
停
止
非
法
沙
汰
事

右
、
件
藷
摩
郡
内
平
礼
石
寺
者
、
是
本
家
国
吏
守
護
地
頭
方
労
御
祈
疇
致
丁

寧
候
也
、
而
間
至
彼
寺
領
者
、
地
利
物
已
下
雑
公
事
第
一
向
被
免
除
了
、
至

検
断
事
者
、
礼
実
否
、
随
軽
重
、
雖
被
行
其
身
計
罪
科
、
妻
子
資
財
雑
物
等
併

寺
内
被
止
了
、
同
守
護
地
頭
使
乱
入
事
被
止
了
、
而
忠
兼
存
生
之
後
、
太
＋

相
伝
之
今
、
地
頭
代
致
非
法
之
沙
汰
之
由
、
太
子
申
之
、
事
実
（
者
力
）
、
太

以
不
可
然
、
早
任
前
々
免
除
之
状
、
可
致
沙
汰
、
初
重
免
除
之
状
如
件
、

弘

長

三

年

八

月

日

地

頭

凌

与

ス

リ

キ

レ

（
忠
時
）

八
、
薩
摩
守
護
代
書
下

薩
摩
郡
内
平
礼
石
寺
内
事
、
任
故
大
隅
人
道
殿
御
免
除
状
、
停
止
方
々
使
者

之
濫
妨
、
土
民
等
可
令
安
培
之
状
如
件
、

文
水
十
こ
牛
九
月
日

（
忠
時
）

九
、
某
書
下

薩
摩
郡
内
平
礼
石
寺
内
事
、
任
故
大
隅
入
道
殿
御
免
除
状
、

之
濫
妨
、
土
民
等
可
守
先
例
之
由
、
加
下
知
候
ご
〗
訊
[
)

建
治
―
一
年
＋
月

正
嘉
一
年

□
〗
四
月
日

停
止
方
々
使
者

惣
地
頭
兼
守
護
代
（
花
押

僧
忠
兼
判
ス
リ
ケ
ス
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1
0、
島
津
久
氏
書
下

薩
摩
郡
内
平
礼
石
寺
内
事
、

務
之
状
如
件
、

弘
安
七
年
九
月

日

（
久
経
）

任
故
下
野
入
道
殿
御
寄
進
状
、

如
先
例
可
被
寺

藤
原
久
氏
（
花
押
）

―
-
、
性
有
安
堵
状

薩
摩
郡
内
平
礼
石
寺
内
事
、
任
故
大
隅
殿
御
免
除
状
、
停
止
方
々
使
者
之
濫

妨
、
土
民
等
可
令
安
堵
之
状
如
件
、

正
応
弐
年
四
月
廿
九
日

沙
弥
性
有
（
花
押
）

―
―
-
、
島
津
忠
実
書
下

（
島
津
忠
宗
）

（

花

押

）

（

久

経

）

薩
摩
郡
内
平
礼
石
寺
事
、
任
故
下
野
入
道
殿
免
除
状
、
停
止
方
々
使
者
之
濫

妨
、
士
民
等
可
令
安
堵
之
状
如
件
、

永
仁
弐
年
四
月
日

一
三
、
平
忠
仁
寄
進
状
（
忠
直
）

ひ
ら
れ
い
し
の
く
わ
ん
お
ん
に
、
た
、
な
を
の
き
し
ん
た
て
ま
つ
る
し
よ
う

も
ん
二
ま
か
せ
て
、

右
、
か
の
て
ら
ハ
、
わ
う
こ
の
こ
ん
り
う
た
る
う
ゑ
、
た
、
な
を
の
も
ん
し
よ

（中心任）

に
ま
か
せ
て
、
た
、
た
う
か
し
そ
ん
す
ゑ
／
＼
二
い
た
る
ま
て
、
ま
た
く
い

ら
ん
を
な
す
へ
か
ら
す
、
た
、
し
こ
の
し
や
う
ハ
、
め
く
り
殿
二
た
か
ひ
二

申
う
け
給
ハ
る
あ
い
た
、
か
き
し
ん
し
候
、
こ
の
う
ゑ
ハ
、
た
、
た
う
か
し

（
寺
内
）

そ
ん
二
を
い
て
、
か
の
し
な
い
に
い
ら
ん
を
な
さ
ん
二
い
た
て
ハ
、
た
；
な
を
の
も

ん
し
よ
の
む
ね
二
ま
か
せ
て
、
ま
た
く
た
：
た
う
か
し
そ
ん
二
あ
る
る
へ
か

永
仁
弐
年
四
月
廿
日

一
四
、
沙
弥
覚
西
譲
状

譲
与
薩
摩
郡
内
平
礼
石
寺
水
田
畠
地
等
事
、

但
至
四
至
者
本
証
文
等
在
之
、

右
件
於
寺
領
者
、
覚
西
重
代
相
伝
之
所
領
也
、
而
相
副
次
第
相
伝
之
証
文
等

嫡
＋
新
左
衛
門
尉
親
成
仁
限
永
年
譲
与
畢
、
全
不
有
他
人
之
妨
状
如
件
、

元

亨

弐

年

十

一

月

四

日

沙

弥

覚

西

（

花

押

）

一
五
、
親
成
譲
状

譲
与
薩
摩
郡
内
平
礼
石
寺
水
田
畠
地
等
事
、

但
至
四
至
者
本
証
文
等
仁
在
之
、

右
、
件
於
寺
領
者
、
親
成
重
代
相
伝
之
所
領
也
、
而
相
副
次
第
相
伝
之
証
文

等
、
嫡
子
砒
沙
福
丸
仁
限
永
代
譲
与
畢
、
今
後

H
不
可
有
他
人
之
妨
状
如
件

嘉

暦

三

年

八

月

六

日

左

衛

門

尉

親

成

（

花

押

）

一
六
、
源
兼
義
譲
状

ゆ
つ
り
た
て
ま
つ
る
さ
つ
ま
こ
ほ
り
の
う
ち
、
ひ
ら
れ
い
し
寺
の
水
田
畠
地

等
事
、た

A

し
四
し
に
を
い
て
ハ
ほ
ん
セ
う
も
ん
一
―

右
件
の
寺
り
や
う
ハ
、
兼
義
ち
う
た
い
さ
う
て
ん
の
所
り
や
う
な
り
、
し
か

る
に
や
う
し
ひ
こ
い
ぬ
ま
ろ
に
、
代
々
の
ゆ
つ
り
状
の
正
文
を
く
そ
く
し
て

や
う
た
い
を
か
き
て
、
ゆ
つ
り
た
て
ま
つ
る
と
こ
ろ
し
か
り
な
り
、
こ
の
う

ゑ
ハ
、
き
や
う
こ
う
に
を
い
て
、
ま
た
く
た
人
の
さ
ま
た
け
あ
る
へ
か
ら
さ

る
状
如
件
、

ら
す
、
よ
て
し
や
う
如
件
、

（任）

平
忠
仁
（
花
押
）

ー四一
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元
徳
二
年
七
月
十
八
日

源
兼
義
（
花
押
）

二

口
忠
直
は
忠
永
の
子
、
忠
永
は
平
安
末
期
、
薩
摩
大
隅
両
国
に
ま
た
が
っ
て

勢
威
を
ふ
る
っ
た
と
い
う
阿
多
忠
景
の
弟
、
忠
景
と
結
ん
で
薩
摩
郡
々
司
と

し
て
同
地
に
地
盤
を
築
い
た
。
平
礼
石
寺
は
古
寺
と
し
て
既
に
存
在
し
て
い

た
が
、
忠
永
は
同
寺
を
修
造
し
、
子
孫
繁
昌
を
祈
念
し
て
料
田
を
寄
進
し
た

と
い
う
。
忠
永
の
子
忠
直
も
四
至
を
定
め
て
賦
課
を
免
除
し
て
い
る
。
忠
直

は
建
仁
三
年
(
―
二

0111)
五
月
、
寺
領
を
七
男
龍
童
丸
分
と
し
て
調
度
文

書
と
共
に
譲
与
し
た
。
同
寺
は
庄
国
両
方
の
公
事
が
賦
課
さ
れ
ぬ
と
こ
ろ
で

あ
り
、
今
後
は
郡
司
と
し
て
も
干
渉
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
と
定
め
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
証
文
を
守
護
所
に
提
出
し
て
そ
の
保
証
を
求
め
た
の
で
あ

る
。
連
暑
の
平
と
は
忠
直
で
あ
り
、
嫡
子
平
と
は
忠
友
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う

忠
友
は
建
久
図
田
帳
に
薩
麿
郡
三
百
五
十
一
町
三
段
内
の
社
領
一
町
七
段

(
[
[
〗
ヶ
社
内
）
の
下
司
と
し
て
、
ま
た
公
領
三
百
十
七
町
内
、
成
枝
八

十
六
町
の
郡
司
と
し
て
み
え
る
。
口
さ
て
亀
童
丸
は
後
の
忠
兼
で
、
平
礼
石

寺
の
座
主
と
な
っ
た
。
忠
兼
は
嘉
禎
四
年
(
―
二
三
八
）
五
月
、

H
を
よ
り

ど
こ
ろ
に
新
た
に
惣
地
頭
兼
守
護
所
の
保
証
を
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
庄

国
及
び
地
頭
方
の
免
判
を
得
て
、
本
家
国
吏
地
頭
守
護
所
の
祈
祷
を
行
な
っ

て
い
る
上
は
先
例
に
し
た
が
い
重
ね
て
寺
領
四
至
内
の
万
雑
事
並
び
に
検
断

の
免
除
を
申
請
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
応
じ
て
惣
地
頭
兼
守
護
所
僧
は
安

堵
の
外
題
を
与
え
て
い
る
。
惣
地
頭
兼
守
護
と
は
島
津
氏
で
当
時
は
二
代
忠

時
代
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
署
名
し
て
い
る
の
は
惣
地
頭
兼
守
護
代
で
浄
尊
そ

の
人
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
平
礼
石
寺
領
に
つ
い
て
は
守
護
所
の
安

堵
を
得
た
も
の
の
、
坐
し
て
傍
観
し
て
い
た
の
で
は
そ
の
完
全
な
実
施
は
望

め
な
い
。
忠
兼
は
そ
の
後
も
ひ
き
つ
づ
き
寛
元
二
年
（
―
二
四
四
）
六
月
、

守
護
所
の
裁
定
を
求
め
口
、
同
年
七
月
に
は
守
護
忠
時
の
袖
判
を
与
え
ら
れ

て
い
る
四
。
こ
れ
ら
の
中
で
忠
兼
は
当
寺
に
つ
い
て
は
庄
国
両
方
よ
り
寺
内

坊
舎
及
び
料
田
の
寄
進
を
う
け
、
守
護
島
津
忠
久
の
代
に
そ
の
代
官
が
何
人

か
薩
摩
郡
地
頭
（
代
）
に
補
任
さ
れ
て
き
た
が
、
当
寺
に
は
何
の
妨
害
も
加

え
ず
、
住
侶
は
安
ん
じ
て
公
家
武
家
守
護
方
の
祈
祷
を
勤
修
し
て
き
た
と
こ

ろ
が
、
最
近
に
な
っ
て
地
頭
所
が
寺
中
の
上
民
ら
の
検
断
沙
汰
と
し
て
、
そ

の
妻
子
私
財
の
捜
索
等
に
も
当
る
よ
う
に
な
り
、
安
心
し
て
祈
祷
に
専
念
し

が
た
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
今
後
は
犯
罪
が
発
生
し
た
ら
真
偽
を
紅
し
、
犯
罪

が
事
実
で
あ
れ
ば
式
目
の
旨
に
任
せ
、
下
手
人
の
身
柄
は
地
頭
所
に
召
取
ら

せ
る
が
、
妻
子
や
私
財
に
つ
い
て
は
住
宅
に
付
け
て
安
堵
さ
せ
る
こ
と
と
定

め
、
住
侶
を
し
て
安
ん
じ
て
祈
緒
に
当
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
い
と
い
う
の
で

あ
る
。
次
に
郡
司
方
の
非
法
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
平

礼
石
寺
は
忠
直
か
ら
忠
兼
が
相
続
し
堂
舎
を
修
造
し
、
祈
緯
に
余
念
な
か
ら

し
め
、
何
の
妨
げ
も
な
か
っ
た
。
郡
司
忠
直
の
あ
と
忠
友
の
代
に
な
っ
て
寺

が
郡
司
所
の
近
隣
で
あ
る
た
め
、
要
用
の
時
に
郡
司
が
寺
内
の
下
人
を
雇
仕

す
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
忠
友
は
忠
兼
に
と
っ
て
は
兄
に
あ
た
る
の
で
一
々

こ
れ
を
制
止
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
忠
友
の
あ
と
忠

茂
の
代
に
な
る
と
、
法
に
背
き
寺
内
の
下
人
を
狩
役
や
諸
事
に
召
仕
う
よ
う

に
な
り
、
出
向
し
な
い
と
山
野
を
制
し
て
煩
い
を
か
け
、
あ
ま
つ
さ
え
寺
中

の
菓
子
を
勝
手
に
押
し
取
っ
た
り
、
駄
を
と
っ
た
り
し
、
こ
れ
を
制
止
す
る

と
か
え
っ
て
質
に
と
っ
た
り
す
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
非
法
を
行
な
っ
て
い

る
。
道
理
に
そ
む
く
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
体
富
永
・
成
求
（
富
力
）
の

両
名
は
、
公
田
で
は
あ
る
が
、
各
別
の
名
と
し
て
そ
こ
の
土
民
を
郡
司
が
他

名
の
土
民
と
混
同
し
て
使
役
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
筈
で
あ

る
。
平
礼
石
寺
は
庄
公
守
護
所
の
祈
疇
所
で
あ
り
、
郡
司
の
進
退
権
は
及
ば

ぬ
筈
で
あ
る
。
先
例
通
り
郡
司
非
分
の
関
与
を
排
除
し
、
安
ん
じ
て
住
侶
が

ー五一
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祈
祷
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
裁
定
あ
り
た
し
と
訴
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ

に
対
し
て
守
護
島
津
忠
時
は
寺
領
に
つ
い
て
「
地
頭
が
検
断
の
沙
汰
に
付
ぎ

非
法
を
張
行
し
、
郡
司
方
が
狩
等
の
雑
役
を
催
促
し
て
寺
中
に
煩
い
を
か
け

る
」
等
の
非
法
を
停
め
さ
せ
る
よ
う
沙
弥
願
也
を
し
て
郡
地
頭
代
紀
二
郎
兵

衛
尉
に
令
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
証
文
と
共
に
正
嘉
一
二
年
（
―
二
五

九
）
二
月
、
寺
領
を
平
太
子
に
永
代
譲
与
し
た
の
で
あ
る
田
。
こ
の
譲
状
の

中
で
「
但
し
彼
等
領
内
於
寺
薗
一
ヶ
所
、
水
田
一
丁
」
に
つ
い
て
は
「
立
方
御

勤
、
云
五
廻
一
任
国
之
勘
料
仁
」
宛
て
住
侶
の
沙
汰
と
し
て
勤
仕
さ
せ
る
こ

と
と
し
、
そ
れ
以
外
は
住
侶
に
負
担
を
か
け
ぬ
こ
と
と
し
、
頷
主
た
る
忠
兼

の
相
続
者
は
一
味
同
心
し
て
寺
領
の
保
持
に
あ
た
る
べ
き
こ
と
を
令
し
て
い

る
。
同
年
四
月
の
忠
兼
の
鷹
文
は
そ
の
寺
領
の
四
至
に
つ
い
て
詳
細
に
記
し

た
も
の
で
あ
る
図
。
し
か
し
平
太
子
の
代
に
な
っ
て
か
ら
早
速
地
頭
代
の
非

法
が
あ
っ
た
と
み
え
、
弘
長
三
年
(
-
―
一
六
三
）
八
月
、
地
頭
（
代
）
凌
与

は
平
礼
石
寺
領
の
不
輸
の
特
権
を
認
め
、
検
断
に
つ
い
て
具
体
的
に
定
め
言

及
し
て
い
る
心
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
実
否
を
礼
し
軽
璽
に
従
い
、
其
身
ば
か

り
を
罪
科
に
行
わ
れ
て
も
、
そ
の
妻
子
や
資
材
雑
物
等
に
つ
い
て
は
す
べ
て

寺
内
に
止
め
、
守
護
地
頭
使
の
乱
入
に
つ
い
て
も
禁
止
」
し
て
い
る
。
恐
ら

く
地
頭
代
は
検
断
権
の
濫
用
に
よ
り
、
平
太
子
よ
り
訴
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
平
太
子
は
忠
兼
の
血
縁
者
で
あ
ろ
う
が
、
直
接
の
関
係
に
あ
る
か
な
い

か
明
ら
か
で
な
い
。
「
藷
摩
郡
地
誌
備
考
」
所
収
古
系
図
の
中
に
、

薩
摩
六
郎
忠
直
一
男

>
•:rti[

と
あ
り
、

光後
入
道

平
礼
石
座
主
職

重

女

子

後
忠
清
成
枝
弥
平
1-

―

こ
の
女
子
が
平
太
子
か
と
思
わ
れ
る
。

平
太
子
は
女
性
故
あ
な
ど
ら
れ
非
法
を
受
る
と
訴
え
て
い
る
。
何
れ
に
し
て

も
忠
兼
の
後
継
者
と
し
て
譲
ら
れ
た
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
平
礼
石

寺
に
付
与
さ
れ
た
特
権
の
確
認
は
そ
の
後
文
永
十
一
年
（
―
二
四
七
）
九
月

囚
、
建
治
二
年
（
ロ
一
七
六
）
十
月
山
、
弘
安
七
年
(
―
二
八
四
）
九
月
田

正
応
二
年
(
-
―
一
八
九
）
四
月
山
、
永
仁
二
年
（
―
二
九
四
）
四
月
口
、
と

つ
づ
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
何
れ
も
惣
地
頭
兼
守
護
所
の
発
出
し
た
書
下

で
、
文
章
は
こ
の
う
ち
囚
．
囚
・
ロ
は
「
任
故
大
隅
殿
御
免
除
状
」
と
あ
り

口
は
「
任
故
下
野
入
道
殿
免
除
状
」
と
あ
る
だ
け
の
相
異
で
方
々
の
使
者
の

濫
妨
の
停
止
と
土
民
の
安
堵
を
令
し
た
も
の
で
あ
り
、
田
も
ま
た
「
任
下
野

入
道
殿
御
寄
進
状
」
せ
て
寺
務
す
べ
き
こ
と
を
令
し
た
も
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
永
仁
二
年
(
―
二
九
四
）
四
月
、
平
忠
任
（
忠
仁
と
あ
る
が
忠

（
薩
鷹
郡
司
）

任
で
あ
ろ
う
）
は
先
祖
平
忠
直
が
平
礼
石
観
音
に
寄
進
し
た
証
文
に
し
た
が

い
、
忠
任
の
子
孫
た
る
も
の
は
今
後
一
切
寺
内
に
違
乱
を
行
な
っ
て
は
な
ら

（茂）

な
い
と
の
証
状
を
記
し
て
い
る
口
。
忠
任
は
忠
直
ー
忠
友
ー
忠
持
ー
忠
国
の

後
で
薩
摩
郡
々
司
を
当
時
祉
襲
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

元
亨
二
年
（
一
ご
ニ
―
-
）
十
一
月
、
平
太
子
の
後
と
思
わ
れ
る
沙
弥
覚
西
は

重
代
相
云
の
所
領
平
礼
石
寺
の
水
田
畠
地
等
を
嫡
子
新
左
衛
門
尉
親
成
に
永

代
譲
与
し
て
お
り
囚
、
さ
ら
に
嘉
暦
一
二
年
(
-
三
二
八
）
八
月
に
そ
の
左
衛

門
附
親
成
は
重
代
相
伝
の
所
領
平
礼
石
寺
の
水
田
畠
地
等
を
嫡
千
毘
沙
福
丸

に
永
代
譲
与
し
て
い
る
（
が
、
翌
々
年
の
元
徳
二
年
(
-
三
―

110)
七
月
、

今
度
は
源
兼
義
な
る
者
が
同
領
（
重
代
相
伝
所
領
と
い
う
）
を
養
子
彦
犬
丸

に
代
々
の
譲
状
の
正
文
を
一
括
し
て
そ
え
て
永
代
譲
与
し
て
い
る

CtJ。
現
在

山
内
文
書
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
一
六
通
の
文
書
と
は
こ
の
よ
う
に
し
て
彦
犬

丸
が
譲
り
う
け
た
文
書
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
年
代
か
ら
み
て
源
兼
義

は
毘
沙
福
丸
そ
の
人
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

右
の
相
伝
系
図
を
作
成
す
れ
ば
次
の
如
く
に
な
ろ
う
。

＇ /¥ 
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忠

友

忠

茂

忠

国

忠

任

忠
恒
（
成
岡
）

]
 

中
し
水
ー
忠
直
｀

□
大
＋1
i
見
西
ー
親
成
ー
~
り

1戸
：
丸

平
姓
か
ら
源
姓
に
か
わ
っ
た
時
克
、
事
由
等
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
出
来
な
い
が
、
縁
戚
関
係
者
の
相
続
に
よ
る
移
動
（
た
と
え
ば
平
太
子
の

夫
が
源
姓
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
子
が
源
姓
を
称
し
た
）
で
は
な
い

か
と
推
測
す
る
。

）
 

或
は
古
に
み
え
る
め
く
り
殿
は
廻
殿
で
大
隅
の
豪
族
廻
氏
か
と
も
思
わ
れ
る
。

（
 

廻
氏
は
頼
政
の
末
裔
で
源
姓
を
称
す
る
。

三
忠
永
は
既
に
存
し
て
い
た
古
寺
を
修
造
し
料
田
を
寄
進
し
た
か
、
そ
の
目

的
は
子
孫
の
繁
栄
に
あ
っ
た
。
忠
永
の
子
忠
直
は
さ
ら
に
四
至
を
定
め
広
域

を
寺
領
と
し
、
七
男
の
忠
兼
に
譲
渡
し
た
が
、
忠
兼
は
こ
の
地
が
観
音
殊
勝

の
地
で
あ
り
利
益
広
大
の
寺
域
で
あ
っ
て
、
庄
国
及
び
地
頭
方
よ
り
免
判
を

得
、
本
家
、
国
司
、
地
頭
守
護
所
の
祈
鰭
に
当
っ
て
き
た
格
別
の
寺
で
あ
る

こ
と
を
、
上
張
し
て
い
る
。
忠
直
の
嫡
子
で
郡
oJ
と
な
っ
た
忠
友
の
代
に
は
、

忠
兼
は
隣
接
の
郡
司
所
に
種
々
の
便
宜
を
与
え
、
郡
司
か
寺
内
の
下
人
を
雇

仕
す
る
こ
と
も
認
め
て
い
た
が
、
次
の
忠
茂
の
代
に
は
座
、
王
と
し
て
郡
司
の

r渉
を
排
除
し
、
地
頭
の
検
断
権
行
使
の
排
除
と
併
せ
て
郡
司
の
関
与
を
非

法
と
し
て
そ
の
停
止
方
を
守
護
所
に
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
C

即
ち
郡
司
薩

摩
平
氏
の
氏
寺
と
し
て
の
一
面
を
払
拭
し
、
観
音
の
霊
場
、
国
、
庄
閏
、
守

護
地
頭
の
祈
願
寺
と
い
う
＾
面
を
前
面
に
押
し
出
し
て
き
て
い
る
。
忠
兼
か

別
納
七
郎
房
と
称
す
る
の
は
四
の
端
裏
書
に
「
祁
答
院
別
納
名
主
七
郎
」
と

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
或
は
祁
答
院
に
名
ヽ
上
職
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
惣
領
郡
司
に
対
す
る
独
立
の
立
場
を
表
明
し
て
い
る
も

の
と
も
う
け
と
れ
よ
う
。
守
護
地
頭
所
の
免
判
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
一
貫
し
て

同
所
に
訴
え
、
郡
司
進
止
権
の
排
除
を
主
張
し
て
や
ま
な
い
。

そ
し
て
本
米
地
頭
未
設
置
地
区
の
多
か
っ
た
薩
摩
郡
に
も
よ
う
や
く
地
頭

の
支
配
権
か
浸
透
し
、
郡
司
名
と
し
て
地
頭
不
関
り
の
成
伎
名
に
も
五
升
米

の
賦
課
、
地
頭
名
の
出
現
等
か
あ
り
、
地
頭
勢
力
の
進
出
は
抑
止
し
か
た
い

大
勢
で
あ
っ
た
。
平
礼
石
寺
庫
、
モ
は
む
し
ろ
守
護
地
頭
方
と
緊
密
に
結
び
寺

領
の
確
保
に
つ
と
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

現
在
平
礼
石
寺
跡
ー
金
剛
院
跡
と
し
て
若
干
の
石
造
物
（
平
安
・
鎌
倉
期
の

も
の
を
合
む
）
を
残
す
場
所
は
大
字
西
手
、
小
字
成
岡
と
い
い
、
ま
さ
に
成

枝
名
の
支
名
成
岡
名
の
地
に
当
る
。
成
岡
は
忠
友
の
子
、
平
；
一
郎
忠
恒
の
仮

＄
戊
）

名
と
考
え
ら
れ
る
。
主
と
し
て
忠
友
の
成
枝
名
を
相
伝
し
た
忠
持
は
兄
に
当

り
、
平
礼
石
寺
座
主
と
な
っ
た
忠
兼
は
叔
父
に
当
る
。
平
札
石
寺
の
寺
域
内

に
成
岡
名
が
あ
り
、
ま
た
富
永
（
長
）
、
成
求
（
富
）
名
も
公
田
な
が
ら
各

別
の
名
と
さ
れ
て
い
だ
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
、
成
枝
名
か
ら
分
れ
な
が
ら
平

礼
石
寺
と
の
関
係
で
郡
司
の
進
止
権
の
及
ば
ぬ
別
名
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
忠
兼
の
あ
と
を
つ
い
だ
平
太

f
が
或
は
成
常
名
‘
十

の
祖
か
と
推
定
さ
れ
る
忠
友
の
弟
忠
宗
の
子
忠
光
（
入
道
極
楽
）
の
、
弟
忠

重
の
女
に
当
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
よ
う
C

山
内
氏
文
書
を
載
録
す
る
島
津
家
本
「
薩
藩
旧
記
雑
録
前
編
」
の
関
係
部

分
は
何
れ
も
伊
地
知
季
安
の
自
箪
に
か
か
り
、
彼
か
蒲
生
士
山
内
氏
(
『
-
―
▲

国
名
勝
図
会
』
で
は
山
内
源
大
夫
）
所
蔵
の
原
本
か
ら
書
写
し
た
こ
と
は
間

違
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
季
安
は
文
書
の
後
に
人
名
筈
に
つ
い
て
補
‘
圧
を

加
え
て
い
る
。

囚
に
「
按
ル
ニ
故
大
隅
入
道
殿
ハ
忠
時
二
当
ル
、
文
永
九
御
逝
去
也
」
、
~

に
「
按
ル
ニ
故
大
隅
人
道
ハ
御
一
一
代
忠
時
公
ノ
事
ナ
ラ
ン
」
、
由
に
「
按
ル

一七ー
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二
此
年
四
月
、
三
代
久
経
公
御
逝
去
ナ
レ
ハ
故
下
野
入
道
ハ
久
経
公
ノ
事
ナ

ラ
ン
、
左
ア
リ
テ
久
経
公
ノ
御
末
弟
二
七
郎
久
氏
卜
云
御
方
ア
リ
、
時
代
ヲ

以
テ
考
レ
ハ
当
レ
リ
、
後
考
ヲ
埃
ツ
」
、
（
に
「
按
ル
ニ
此
花
押
ハ
御
四
代

忠
宗
公
ニ
テ
、
故
下
野
入
道
ハ
久
経
公
ナ
ル
ベ
シ
、
比
志
島
氏
文
書
、
正
応

三
十
二
月
十
五
日
、
忠
宗
公
御
花
押
等
見
合
ヘ
シ
」
の
如
く
で
あ
る
。
季

安
の
記
す
如
く
薩
摩
郡
は
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
薩
磨
国
守
護
島
津
氏
が
惣
地

頭
職
を
も
併
せ
も
つ
郡
で
あ
り
、
惣
地
頭
兼
守
護
と
は
も
ち
ろ
ん
島
津
氏
で

あ
る
が
、
実
務
は
代
官
の
つ
か
さ
ど
る
と
こ
ろ
で
、
口
の
惣
地
頭
兼
守
護
所

僧
と
あ
る
の
は
、
花
押
か
ら
み
て
延
応
元
年
(
―
二
三
九
）
十
一
月
九
日
付

の
比
志
島
文
書
に
惣
地
頭
兼
守
護
所
代
僧
と
あ
る
の
と
同
じ
く
大
輔
房
浄

尊
で
あ
ろ
う
。
四
の
袖
判
に
つ
い
て
季
安
は
「
宝
冶
元
年
十
一
月
廿
―

-
H
比

志
島
文
書
二
此
花
押
ア
リ
、
見
合
ベ
シ
」
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
薩
摩
国

守
護
前
大
隅
守
忠
時
の
も
の
に
相
違
な
い
。
沙
弥
願
也
は
忠
時
の
意
を
う
け

て
文
書
を
発
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
宛
名
は
即
郡
地
頭
代
紀
一
1

郎
兵
衛
尉
殿

と
な
っ
て
い
る
。
同
人
は
比
志
島
文
苫
、
宝
治
元
年
（
一
こ
四
八
）
十
一
月

廿
ー
一
日
条
に
惣
地
頭
紀
二
郎
左
衛
門
尉
殿
と
あ
る
の
と
同
人
で
あ
ろ
う
。
惣

地
頭
代
に
し
て
藷
摩
郡
、
満
家
院
の
地
頭
を
兼
職
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

前
述
の
如
く
当
初
藷
摩
郡
に
は
地
頭
職
の
な
い
郡
司
名
（
建
久
図
田
帳
に
よ

れ
は
成
枝
八
十
六
町
、
他
に
光
富
四
十
九
町
、
是
枝
九
町
も
地
頭
の
お
か
れ

ぬ
一
円
公
領
で
計
一
四
四
町
で
あ
り
、
薩
摩
国
々
頷
ニ
―
―
町
の
大
半
を
し

め
て
い
る
。
同
郡
内
島
車
庄
寄
郡
等
に
は
惣
地
頭
島
津
氏
が
所
職
を
有
し
て

い
る
。
）
か
あ
り
、
惣
地
頭
の
閃
与
も
検
断
権
の
行
使
を
契
機
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
地
頭
権
限
の
増
大
に
と
も
な
い
成
枝
名
内
の
別
名
的
存
在
と
な
っ
て

い
た
平
礼
石
寺
は
む
し
ろ
惣
領
郡
JiJ
の
年
冗
下
を
脱
し
て
守
護
惣
地
頭
に
接
近

し
そ
の
庇
護
を
求
め
だ
の
で
あ
ろ
う
。

平
礼
石
寺
の
文
書
か
何
故
鎌
倉
時
代
の
文
書
の
み
を
蒲
生
士
山
内
氏
文
書

と
し
て
伝
え
た
の
か
疑
問
は
つ
き
な
い
か
、
そ
の
文
書
相
伝
の
事
情
の
解
明

が
中
世
か
ら
近
世
か
ら
に
か
け
て
た
ど
っ
た
平
礼
石
寺
の
歴
史
を
明
ら
か
に

す
る
菫
要
な
鍵
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

（
追
記
）

1

本
論
で
述
べ
た
こ
と
は
前
に
「
薩
摩
国
御
家
人
薩
摩
郡
成
枝
、
成
富
名
主

に
つ
い
て

1

三
角
（
森
）
氏
文
書
の
紹
介
を
中
心
に
ー
」
（
鹿
児
島
大

学
法
文
学
部
紀
要
「
文
学
科
論
集
」
一
i

-

）
で
ふ
れ
た
こ
と
か
あ
る
。
参

照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
鹿
児
島
中
世
史
研
究
会
報
37

（
補
記
）

右
の
論
文
は
昭
和
五
十
二
年
執
筆
の
も
の
で
あ
る
が
、
今
回
関
係
資
料
と

し
て
再
掲
す
る
に
際
し
、
と
く
に
改
稿
せ
ず
、
若
干
誤
脱
等
を
修
補
す
る
に

と
ど
め
た
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
。

斤
又

-
F
A
H
,
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